
教育委員会室

第１ 議案第９号

第２ 議案第１０号

第３ 議案第１１号

第４ 議案第１２号

第５ 議案第１３号

第６ 議案第１４号

第１

第２

第３

第４

墨田区幼保小中一貫教育推進計画の計画期間延長及び改定時
期の延期について

墨田区教育委員会緑の愛護に関する規程の一部改正について

副校長の退職に伴う感謝状の贈呈について（資料４）

学校医等退任に伴う感謝状の贈呈について（資料２）

令和３年度就学相談委員会における審議判定結果について（資料３）

すみだ郷土文化資料館条例施行規則の一部を改正する規則に
ついて

報告事項

教育課題の進捗状況について（資料１）

幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正す
る規則について
墨田区立幼稚園の入園及び退園に関する規則の一部を改正す
る規則について

教 育 委 員 会 日 程

幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事
項の策定に伴う意見聴取について

令和4年3月24日(木) 午後３時００分から

２　場　所

３　日　程

議決事項

１　日　時
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議案第９号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に伴う意

    見聴取について

　別紙の意見聴取に対し、異議ない旨回答する。

令 和 4 年 3 月 24 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定により、墨田区長
から意見聴取があり、回答する必要がある。
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議案第１０号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則について

　別紙のとおり改正する。

令 和 4 年 3 月 24 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　「墨田区に提出される申請書等の押印等の見直しに関する基本方針」に基づく押印
等の見直しに伴い、所要の規定整備を行う必要がある。
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幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則（平成１２年墨田区教育委員会規則第８

号）の一部を次の表のように改正する。 

 （下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第２号様式 〔別紙１のとおり〕 

第３号様式 〔別紙２のとおり〕 

第４号様式 〔別紙３のとおり〕 

第５号様式 〔別紙４のとおり〕 

第２号様式 〔別紙１のとおり〕 

第３号様式 〔別紙２のとおり〕 

第４号様式 〔別紙３のとおり〕 

第５号様式 〔別紙４のとおり〕 

付 則 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の第２号様式から第５号様式まで

による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することがで

きる。 
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第2号様式【改正後】 

 

扶 養 親 族 届 

年  月  日提出  

墨田区教育委員会教育長 宛 
所 属   

職   氏名  

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第10条の規定による扶養手当の支給を受ける扶養

親族として、次のとおり届け出ます。 

(証明書   通添付)  

扶養親族の

氏 名 
続柄 生 年 月 日 

同居 

別居 
の 別 

職 業 及 び

年 収 

届出の事由

及び年月日 

※ 

扶養の終期 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第10条に規定する

扶養親族として認定する。 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

職氏名             

年  月  日受理 

年 月 日から支給 

取 扱 者 等 認 印 

課 長 係 長 

    

(注)   1 添付する証明書は原則として官公署の発行するものとし、教育委員会は実情に応

じて証明書の発行者及び様式を指定することができる。 

2 教育委員会は、扶養の事実について証明書の必要を認めないとき、又は証明書の

提出が届の提出時に間に合わないときは、教育委員会の責任においてこの届だけ認

定することができる。 

    3 職業及び年収欄には、勤労所得ばかりでなく、資産所得、事業所得、その他の収

入等もあれば、収入の種類ごとにその金額を記入すること。 

    4 届出の事由及び年月日欄には、扶養手当を受ける事実の生じた理由(例えば、婚

姻、出生、満60歳以上等)及び事実発生の年月日を記入すること。 

    5 ※扶養の終期欄には、取扱者が記入すること。 

 

（Ａ４）   

別紙１ 
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第2号様式【改正前】 

扶 養 親 族 届 

年  月  日提出  

墨田区教育委員会教育長    様 
所 属   

職   氏名 印 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第10条の規定による扶養手当の支給を受ける扶養

親族として、次のとおり届け出ます。 

(証明書   通添付)  

扶養親族の

氏 名 
続柄 生 年 月 日 

同居 

別居 
の 別 

職 業 及 び

年 収 

届出の事由

及び年月日 

※ 

扶養の終期 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第10条に規定する

扶養親族として認定する。 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

職氏名          印  

年  月  日受理 

年 月 日から支給 

取 扱 者 等 認 印 

課 長 係 長     

      

園 長 副園長     

        

(注) 1 添付する証明書は原則として官公署の発行するものとし、教育委員会は実情に応

じて証明書の発行者及び様式を指定することができる。 

   2 教育委員会は、扶養の事実について証明書の必要を認めないとき、又は証明書の

提出が届の提出時に間に合わないときは、教育委員会の責任においてこの届だけ認

定することができる。 

   3 職業及び年収欄には、勤労所得ばかりでなく、資産所得、事業所得、その他の収

入等もあれば、収入の種類ごとにその金額を記入すること。 

   4 届出の事由及び年月日欄には、扶養手当を受ける事実の生じた理由(例えば、婚

姻、出生、満60歳以上等)及び事実発生の年月日を記入すること。 

   5 ※扶養の終期欄には、取扱者が記入すること。 
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第3号様式【改正後】 

 

扶 養 親 族 異 動 届 

年  月  日提出  

墨田区教育委員会教育長 宛 
所 属   

職   氏名  

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第10条の規定による扶養手当の支給を受ける扶養

親族が異動したので、次のとおり届け出ます。 

(証明書   通添付)  

扶養親族の

氏 名 
続柄 生 年 月 日 

同居 

別居 
の 別 

職 業 及 び

年 収 

異動の事由

及び年月日 

※ 

扶養の終期 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第10条に規定する

扶養親族が異動したことを認定する。 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

職氏名             

年  月  日受理 

年 月 日 
から 

まで 
支給 

取 扱 者 等 認 印 

課 長 係 長 

    

(注) 1 添付する証明書は原則として官公署の発行するものとし、教育委員会は実情に応
じて証明書の発行者及び様式を指定することができる。 

    2 教育委員会は、扶養の事実について証明書の必要を認めないとき、又は証明書の
提出が届の提出時に間に合わないときは、教育委員会の責任においてこの届だけ認
定することができる。 

    3 職業及び年収欄には、勤労所得ばかりでなく、資産所得、事業所得、その他の収
入等もあれば、収入の種類ごとにその金額を記入すること。 

    4 異動の事由及び年月日欄には、扶養手当を受ける事実の生じた理由(例えば、婚
姻、出生、満60歳以上等)又は扶養手当を受ける事実のなくなった理由(例えば、満
22歳以上、離婚、死亡、就職等)を記入するとともに、これらの事実発生の年月日
を記入すること。 

   5 ※扶養の終期欄には、取扱者が記入すること。 
 

（Ａ４）   
 

別紙２ 
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第3号様式【改正前】 

扶 養 親 族 異 動 届 

年  月  日提出  

墨田区教育委員会教育長    様 
所 属   

職   氏名 印 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第10条の規定による扶養手当の支給を受ける扶養

親族が異動したので、次のとおり届け出ます。 

(証明書   通添付)  

扶養親族の

氏 名 
続柄 生 年 月 日 

同居 

別居 
の 別 

職 業 及 び

年 収 

異動の事由

及び年月日 

※ 

扶養の終期 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第10条に規定する

扶養親族が異動したことを認定する。 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

職氏名          印  

年  月  日受理 

年 月 日 
から 

まで 
支給 

取 扱 者 等 認 印 

課 長 係 長     

        

園 長 副園長     

        

(注) 1 添付する証明書は原則として官公署の発行するものとし、教育委員会は実情に応
じて証明書の発行者及び様式を指定することができる。 

   2 教育委員会は、扶養の事実について証明書の必要を認めないとき、又は証明書の
提出が届の提出時に間に合わないときは、教育委員会の責任においてこの届だけ認
定することができる。 

   3 職業及び年収欄には、勤労所得ばかりでなく、資産所得、事業所得、その他の収
入等もあれば、収入の種類ごとにその金額を記入すること。 

   4 異動の事由及び年月日欄には、扶養手当を受ける事実の生じた理由(例えば、婚
姻、出生、満60歳以上等)又は扶養手当を受ける事実のなくなった理由(例えば、満
22歳以上、離婚、死亡、就職等)を記入するとともに、これらの事実発生の年月日
を記入すること。 

   5 ※扶養の終期欄には、取扱者が記入すること。 
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第4号様式【改正後】 

 

給 与 減 額 免 除 申 請 書 

年  月  日提出  

墨田区教育委員会教育長 宛 
所 属   

職   氏名  

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第18条第1項の規定により、給与の減額の免除を承

認されるよう、次のとおり申請します。 

給与の減額免除の承認を得ようとする日時及び理由 

日 時 理 由 

    月  日から   月  日まで  日間 

    月  日  時  分から 

          時  分まで 

          時間  分 

  

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第18条第1項及び

幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場

合の基準に関する規則別表第  号の規定に基づき給与

の減額の免除を承認する。 

 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

職氏名             

年  月  日受理 

取 扱 者 等 認 印 

課 長 係 長 

  

 

（Ａ４） 

 

 

 

 

別紙３ 
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第4号様式【改正前】 

給 与 減 額 免 除 申 請 書 

年  月  日提出  

墨田区教育委員会教育長    様 
所 属   

職   氏名 印 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第18条第1項の規定により、給与の減額の免除を承

認されるよう、次のとおり申請します。 

給与の減額免除の承認を得ようとする日時及び理由 

日 時 理 由 

    月  日から   月  日まで  日間 

    月  日  時  分から 

          時  分まで 

          時間  分 

  

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第18条第1項及び

幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場

合の基準に関する規則別表第  号の規定に基づき給与

の減額の免除を承認する。 

 

 

 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

職氏名          印  

年  月  日受理 

取 扱 者 等 認 印 

課 長 係 長 

    

        

園 長 副園長     
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第5号様式【改正後】 

給 与 減 額 整 理 簿 

年   月分   

  

所 属   職員番号   職   氏 名     

給 与 減 額 の 対 象 と な る べ き 事 実 
合 計

時 間 数 

 

 

月  

日 

勤務しなかっ
た時間の始期と終

期 
時 間 数 事 由 

 

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分 

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分 

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分 

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分 

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分 

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分 

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分 

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分 

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分 

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分 

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分 

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分 

月 間 計 時間  分 

  

 

給 与 減 額 の 基 礎 と な る 時 間 数 時間 

勤 務 1 時 間 当 た り の 給 与 額 円 

減 額 す べ き 給 与 の 額 円 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第18条に規定する給与の減額に関し、上記のとおり確認する。 

        年   月   日 

職 氏 名                

 (注) 1 事由欄には、単に遅参、早退、私事欠勤等と記入するだけでなく、なるべく具体的に、例えば、
病気のため早退等とその理由を記入すること。 

    2 合計時間数欄には、その月の勤務しなかった時間数の合計を、その都度加算して記入するこ
と。 

    3 給与減額の基礎となる時間数の欄には、月間計欄の時間の1時間未満を端数処理(30分以上は
切り上げ、30分未満は切り捨て)したものを記入すること。 

    4 勤務1時間当たりの給与額とは、幼稚園教育職員の給与に関する条例第21条の規定による額を
いう。 

    5 教育委員会の確認方法 
    (1) その月分を一括して、次の給与期間において減額する場合 
       その月の減額の対象となる事実につき、取りまとめて確認を行うものとする。 
    (2) 給料の支給日前において減額の対象となるべき事実が生じ、その月の給与から減額する場

合 
      ア その減額分に関する事実につき、一度確認を行うものとする。したがって、月間計欄以

下はその減額分につき記入することとなる。 
      イ 給料支給日後において、さらに減額すべき事実が生じた場合には、その分につき別に整

理簿を作成し、月間計欄にはアの月間計との合計を記入し、以下の欄は、これを基準とし
て記入のうえ、確認を行うこと。 

      ウ イの月間減額分とアの既減額分との差額は、次の給与期間において減額すること。 
 

(A4)  

別紙４ 
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第5号様式【改正前】 

給 与 減 額 整 理 簿 

年   月分   

  

所 属   職員番号   職   氏 名   

  

給 与 減 額 の 対 象 と な る べ き 事 実 
合 計

時 間 数 

取 扱 者 等 認 印 

月  

日 

勤務しなかっ
た時間の始期と終

期 
時 間 数 事 由 

課

長 

係

長 
  

園

長 
    

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分             

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分             

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分             

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分             

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分             

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分             

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分             

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分             

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分             

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分             

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分             

月  日 
時  分から 
時  分まで 

時間  分   時間  分             

月 間 計 時間  分 

  
給 与 減 額 の 基 礎 と な る 時 間 数 時間 

勤 務 1 時 間 当 た り の 給 与 額 円 

減 額 す べ き 給 与 の 額 円 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第18条に規程する給与の減額に関し、上記のとおり確認する。 

        年   月   日 

職 氏 名              印 

 (注) 1 事由欄には、単に遅参、早退、私事欠勤等と記入するだけでなく、なるべく具体的に、例えば、
病気のため早退等とその理由を記入すること。 

    2 合計時間数欄には、その月の勤務しなかった時間数の合計を、その都度加算して記入するこ
と。 

    3 給与減額の基礎となる時間数の欄には、月間計欄の時間の1時間未満を端数処理(30分以上は
切り上げ、30分未満は切り捨て)したものを記入すること。 

    4 勤務1時間当たりの給与額とは、幼稚園教育職員の給与に関する条例第21条の規定による額を
いう。 

    5 教育委員会の確認方法 
    (1) その月分を一括して、次の給与期間において減額する場合 
       その月の減額の対象となる事実につき、取りまとめて確認を行うものとする。 
    (2) 給料の支給日前において減額の対象となるべき事実が生じ、その月の給与から減額する場

合 
      ア その減額分に関する事実につき、一度確認を行うものとする。したがって、月間計欄以

下はその減額分につき記入することとなる。 
      イ 給料支給日後において、さらに減額すべき事実が生じた場合には、その分につき別に整

理簿を作成し、月間計欄にはアの月間計との合計を記入し、以下の欄は、これを基準とし
て記入のうえ、確認を行うこと。 

      ウ イの月間減額分とアの既減額分との差額は、次の給与期間において減額すること。 
 

(A4)  

 

10-10



議案第１１号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　墨田区立幼稚園の入園及び退園に関する規則の一部を改正する規則について

　別紙のとおり改正する。

令 和 4 年 3 月 24 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　令和４年度の曳舟幼稚園の運営において、４歳児学級を開設しないため、同園の４
歳児定員の規定を削除する必要がある。
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   墨田区立幼稚園の入園及び退園に関する規則の一部を改正する規則 

 墨田区立幼稚園の入園及び退園に関する規則（昭和５３年墨田区教育委員会規則第

７号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
  
別表 

幼稚園名 
定  員 

４歳児 ５歳児 

緑幼稚園～第三

寺島幼稚園 

〔略〕 

曳舟幼稚園 ― ３５名 

八広幼稚園・立

花幼稚園 

〔略〕 

 

別表 

幼稚園名 
定  員 

４歳児 ５歳児 

緑幼稚園～第三

寺島幼稚園 

〔略〕 

曳舟幼稚園 ３５名 〔同左〕 

八広幼稚園・立

花幼稚園 

〔略〕 

   

   付 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第１２号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　すみだ郷土文化資料館条例施行規則の一部を改正する規則について

　別紙のとおり改正する。

令 和 4 年 3 月 24 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　「墨田区に提出される申請書等の押印等の見直しに関する基本方針」に基づく押印
等の見直しに伴い、所要の規定整備を行う必要がある。
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すみだ郷土文化資料館条例施行規則の一部を改正する規則 

 すみだ郷土文化資料館条例施行規則（平成１０年墨田区教育委員会規則第２号）の一部を

次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１号様式 〔別紙１のとおり〕 

第２号様式 〔別紙２のとおり〕 

第３号様式 〔別紙３のとおり〕 

第４号様式 〔別紙４のとおり〕 

第５号様式 〔別紙５のとおり〕 

第６号様式 〔別紙６のとおり〕 

第１号様式 〔別紙１のとおり〕 

第２号様式 〔別紙２のとおり〕 

第３号様式 〔別紙３のとおり〕 

第４号様式 〔別紙４のとおり〕 

第５号様式 〔別紙５のとおり〕 

第６号様式 〔別紙６のとおり〕 

付 則 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の第１号様式から第６号様式までによる

用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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第1号様式【改正後】 

 

すみだ郷土文化資料館資料貸出申請書 

 

年  月  日   

 

  墨田区教育委員会 宛 

 

住所(所在地)             

申請者 氏名(名称)              

(代表者)             

電話番号     (  )       

 

 

 すみだ郷土文化資料館条例施行規則第2条第3項の規定に基づき、資料の貸出を受けたい

ので、下記のとおり申請します。 

 なお、万一資料に損害を与えたときは、すみだ郷土文化資料館条例第5条の規定により

賠償します。 

 

記 

  貸 出 資 料 名 分類・収蔵番号 数 量 備 考   

        

利 用 目 的   

利 用 場 所   

利 用 方 法   

輸 送 方 法   

貸 出 期 間    年   月   日～   年   月   日 

取 扱 責 任 者   

  

（Ａ４）  

 

【別紙１】 
12-3



 

第1号様式【改正前】 

 

すみだ郷土文化資料館資料貸出申請書 

 

年  月  日   

 

  墨田区教育委員会 様 

 

住所(所在地)             

申請者 氏名(名称)              

(代表者)          印  

電話番号     (  )       

 

 

 すみだ郷土文化資料館条例施行規則第2条第3項の規定に基づき、資料の貸出を受けたい

ので、下記のとおり申請します。 

 なお、万一資料に損害を与えたときは、すみだ郷土文化資料館条例第5条の規定により

賠償します。 

 

記 

  貸 出 資 料 名 分類・収蔵番号 数 量 備 考   

        

利 用 目 的   

利 用 場 所   

利 用 方 法   

輸 送 方 法   

貸 出 期 間    年   月   日～   年   月   日 

取 扱 責 任 者   
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第2号様式【改正後】 

 

すみだ郷土文化資料館資料貸出承認書 

 

年  月  日   

 

        様 

 

 

 

墨田区教育委員会          印  

 すみだ郷土文化資料館条例施行規則第2条第4項の規定に基づき、資料の貸出を承認いた

します。 

 

 

記 

  貸 出 資 料 名 分類・収蔵番号 数 量 備 考   

        

利 用 目 的   

利 用 場 所   

利 用 方 法   

輸 送 方 法   

貸 出 期 間    年   月   日～   年   月   日 

取 扱 責 任 者   

 備考 1 貸出資料については、き損等がないよう責任を持って取り扱ってください。 

    2 貸出期間内でも、墨田区教育委員会が必要があると認めたときは、貸出資料

の返還を求めることがあります。 

    3 貸出資料は、利用目的以外に利用しないでください。 

（Ａ４）

【別紙２】 
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第2号様式【改正前】 

 

すみだ郷土文化資料館資料貸出承認書 

 

年  月  日   

 

        様 

 

 

 

墨田区教育委員会          印  

 すみだ郷土文化資料館条例施行規則第2条第4項の規定に基づき、資料の貸出を承認いた

します。 

 

 

記 

  貸 出 資 料 名 分類・収蔵番号 数 量 備 考   

        

利 用 目 的   

利 用 場 所   

利 用 方 法   

輸 送 方 法   

貸 出 期 間    年   月   日～   年   月   日 

取 扱 責 任 者   

 備考 1 貸出資料については、き損等がないよう責任を持って取り扱ってください。 

    2 貸出期間内でも、墨田区教育委員会が必要があると認めたときは、貸出資料

の返還を求めることがあります。 

    3 貸出資料は、利用目的以外に利用しないでください。 
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第3号様式【改正後】 

 

すみだ郷土文化資料館の文献等の閲覧等申請書 

 

年  月  日   

 

  墨田区教育委員会 宛 

 

住所(所在地)             

申請者 氏名(名称)              

(代表者)             

電話番号     (  )       

 

 

 資料館の資料を(閲覧・撮影・複写)したいので下記のとおり申請いたします。 

 

記 

  資 料 名 数 量 目 的 備 考   

        

        

        

        

        

        

        

  

  閲 覧 等 希 望 日 時       年  月  日   

  

（Ａ４）  

 

 

 

 

【別紙３】 
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第3号様式【改正前】 

 

すみだ郷土文化資料館の文献等の閲覧等申請書 

 

年  月  日   

 

  墨田区教育委員会 様 

 

住所(所在地)             

申請者 氏名(名称)              

(代表者)          印  

電話番号     (  )       

 

 

 資料館の資料を(閲覧・撮影・複写)したいので下記のとおり申請いたします。 

 

記 

  資 料 名 数 量 目 的 備 考   

        

        

        

        

        

        

        

  

  閲 覧 等 希 望 日 時       年  月  日   
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第4号様式【改正後】 

 

すみだ郷土文化資料館の文献等の閲覧等承認書 

 

年  月  日   

 

        様 

 

 

 

墨田区教育委員会          印  

 

 すみだ郷土文化資料館条例施行規則第3条第3項の規定に基づき、下記の資料の(閲覧・

撮影・複写)を下記のとおり承認します。 

記 

  資 料 名 数 量 目 的 備 考   

        

        

        

        

        

        

  

  閲 覧 等 の 日 時       年  月  日   

 備考 1 文献等は目的以外に利用しないでください。 

（Ａ４）  

 

 

 

 

【別紙４】 
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第4号様式【改正前】 

 

すみだ郷土文化資料館の文献等の閲覧等承認書 

 

年  月  日   

 

        様 

 

 

 

墨田区教育委員会          印  

 

 すみだ郷土文化資料館条例施行規則第3条第3項の規定に基づき、下記の資料の(閲覧・

撮影・複写)を下記のとおり承認します。 

記 

  資 料 名 数 量 目 的 備 考   

        

        

        

        

        

        

  

  閲 覧 等 の 日 時       年  月  日   

 備考 1 文献等は目的以外に利用しないでください。 
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第5号様式【改正後】 

 

すみだ郷土文化資料館観覧料免除申請書 

 

年  月  日   

 

  墨田区教育委員会 宛 

 

住所(所在地)             

申請者 氏名(名称)              

(代表者)             

電話番号     (  )       

 

 

 すみだ郷土文化資料館条例施行規則第5条第3項の規定に基づき、観覧料の免除を受けた

いので、下記のとおり申請します。 

 

記 

  
観 覧 予 定 日 年  月  日 

  

代 表 者 (責 任 者) 氏 名 
  

免 除 を 受 け た い 人 数                人 

申 請 理 由 

  

  

（Ａ４） 

 

【別紙５】 
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第5号様式【改正前】 

 

すみだ郷土文化資料館観覧料免除申請書 

 

年  月  日   

 

  墨田区教育委員会 様 

 

住所(所在地)             

申請者 氏名(名称)              

(代表者)             

電話番号     (  )       

 

 

 すみだ郷土文化資料館条例施行規則第5条第2項の規定に基づき、観覧料の免除を受けた

いので、下記のとおり申請します。 

 

記 

  
観 覧 予 定 日 年  月  日 

  

代 表 者 (責 任 者) 氏 名 
  

免 除 を 受 け た い 人 数                人 

申 請 理 由 
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第6号様式【改正後】 

 

すみだ郷土文化資料館観覧料免除承認書 

 

年  月  日   

 

        様 

 

 

 

墨田区教育委員会          印  

 

 

 すみだ郷土文化資料館観覧料の免除を下記のとおり承認します。 

 

記 

  
観 覧 予 定 日 年  月  日 

  

代 表 者 (責 任 者) 氏名 
  

免 除 す る 人 数                人 

備 考 

  

  

（Ａ４） 

 

 

 

 

【別紙６】 
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第6号様式【改正前】 

 

すみだ郷土文化資料館観覧料免除承認書 

 

年  月  日   

 

        様 

 

 

 

墨田区教育委員会          印  

 

 

 すみだ郷土文化資料館観覧料の免除を下記のとおり承認します。 

 

記 

  
観 覧 予 定 日 年  月  日 

  

代 表 者 (責 任 者) 氏名 
  

免 除 す る 人 数                人 

備 考 
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議案第１３号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　墨田区教育委員会緑の愛護に関する規程の一部改正について

　別紙のとおり改正する。

令 和 4 年 3 月 24 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　墨田区教育委員会における緑の愛護について、適切な緑の維持管理が行われている
ことなど、職員の緑の愛護に対する意識が定着していることから、実情に応じた内容
に見直すため、所要の規定整備を行う必要がある。
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墨田区教育委員会訓令第 号 

教育委員会事務局 

区 立 小 学 校 

区 立 中 学 校 

区 立 幼 稚 園 

事 業 所 

墨田区教育委員会緑の愛護に関する規程（昭和４８年墨田区教育委員会訓令甲第

１号）の一部を次の表のように改正する。 

  令和４年３月 日 

墨田区教育委員会教育長  加藤 裕之    

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（目的） 〔同左〕 

第１条 この規程は、墨田区教育委員会の所

管に属する施設の樹木及び草花（以下

「緑」という。）の良好な維持管理を図る

とともに、職員の緑化の意識の高揚を図る

ことを目的とする。 

第１条 この規程は、墨田区教育委員会の所

管に属する施設の樹木および草花（以下

「緑」という。）の良好な維持管理を図る

とともに、職員の緑化の意識の高揚を図る

ことを目的とする。 

 （緑の愛護の総括）  〔同左〕 

第２条 緑の維持管理（以下「緑の愛護」と

いう。）のため、緑の総括者を置き、墨田

区教育委員会事務局庶務課長がこれに当た

る。 

第２条 緑の維持管理（以下「緑の愛護」と

いう。）のため、緑の総括者を置き、庶務

課長がこれにあたる。 

（緑の愛護の役割） （緑の管理者） 

第４条 墨田区教育委員会事務局処務規則

（昭和５０年墨田区教育委員会規則第３

号）第１１条に規定する課等、ひきふね図

書館及び墨田区立学校（以下「課等」とい

う。）に属する緑については、常に良好な

状態を保つよう努めなければならない。 

２ 緑の愛護を図るため、次に掲げる事業を

行うものとする。 

⑴ 緑を見廻り、異常を発見したときは、

速やかにその状況を課等の長に報告する

第４条 緑の愛護のため、緑の管理者を置

き、別表の者を充てる。 

 

 

 

 

２ 緑の管理者は、所管の緑について、常に

良好な状態を保つよう努めなければならな

い。 
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こと。 

⑵ 緑への水やり、雑草等の駆除等軽易な 

手入れを行なうこと。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、緑の愛護

に必要な措置を行なうこと。 

 

 

 

 

 

３ 緑の管理者は、総括者に対し、毎月１０

日までに、前月分の緑の愛護に関する月例

報告を第１号様式により行なう。 

（緑の愛護についての情報共有） （緑の愛護員） 

第５条 課等は、緑の愛護の意義を共有し、

緑の愛護に必要な情報について、教育委員

会における共有に努めるものとする。 

第５条 緑の管理者の事務を補助するため、

緑の管理者の下に緑の愛護員を置く。 

２ 緑の愛護員は、緑の管理者が所属職員の

うちから指名する。 

３ 緑の愛護員は、緑の管理者の命により次

の事業を行なう。 

⑴ 緑を見廻り、異常を発見したときは、

すみやかにその状況を緑の管理者に報告

すること。 

⑵ 緑への水やり及び雑草等の駆除等軽易

な手入れを行なうこと。 

⑶ 前各号のほか、緑の愛護に必要な措置

を行なうこと。 

 

 

 

 

 

 （報告） 

 第７条 緑の総括者は、教育長に対して毎年

１月、４月、７月及び１０月にそれぞれ前

月分までの緑の愛護に関する実績報告を第

２号様式により行なう。 

 別表 

 種別 緑の管理者 

小中学校 学校長 

幼稚園 幼稚園長 

あわの自然学園 学務課長 

図書館 図書館長 

その他 教育長が別に命ずる者 

第１号様式 〔別紙１のとおり〕 

 

 第２号様式 〔別紙２のとおり〕 

   付 則 

 この訓令は、令和４年４月１日から適用する。 
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〔別紙１〕 

第１号様式 
 

 

緑の愛護に関する月例報告書 

 

年  月  日 

 

  庶務課長    様 

 

緑の管理者           

 

     年  月の緑の愛護に関する月例報告を下記のとおり行ないます。 

 

記 

 

１ 緑の事故について 

 

発 生 年 月 日 事 故 情 況 と 処 理 経 過 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２ その他緑の愛護について 
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〔別紙２〕 

第２号様式 
 

 

緑の愛護に関する報告書 

 

年  月  日 

 

  墨田区教育委員会教育長    様 

 

庶務課長           

 

     年第   四半期の緑の愛護に関する実績報告を下記のとおり行ないます。 

 

記 

 

１ 緑の事故について 

 

 

 

 

 

 

２ その他緑の愛護について 
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議案第１４号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　墨田区幼保小中一貫教育推進計画の計画期間延長及び改定時期の延期について

　別紙のとおり決定する。

令 和 4 年 3 月 24 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　すみだ教育指針の改定が１年延長となったことに伴い、墨田区幼保小中一貫教育推
進計画の計画期間を１年延長するとともに、改定時期を１年延期する必要がある。
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「墨田区幼保小中一貫教育推進計画」の計画期間の延長及び改定の延期について 

 

  １ 主旨 

「墨田区幼保小中一貫教育推進計画」（以下「計画」という。）について、次期

計画を令和４年度中に策定する予定であったが、計画期間（平成 30年度～令和

4年度）を１年延長し、令和５年度に改定を行う。 

 

   ２  延長する理由 

本計画は、幼稚園・保育園・認定こども園・区立小・中学校の異校種間での

連携・交流を深めながら、就学前の幼児期から義務教育修了までの１１年間を

通じて、子どもたちの生きる力を育むことを目的に策定したものであり、計画

期間を平成３０年度から平成３４年度（令和４年度）とし、「すみだ教育指針

（教育振興基本計画）」の下位計画として位置付けられている。 

しかし、新型コロナウィルスの感染拡大防止などの影響により、墨田区基本

計画等の改定時期が延長されたことに伴い、「すみだ教育指針」の計画期間及

び改定時期を１年延期することとした（令和３年１０月１日教育委員会決

定）。 

このため本計画の改定に当たり、「すみだ教育指針」の改定内容との整合性

を図る必要があるため、現行の計画期間を１年延長するとともに、改定時期を１

年延期する必要がある。 

 

３ 計画期間の延長 

 現行 変更後 

計画期間  平成３０年度〜令和４年度 

 

平成３０年度〜令和５年度 
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R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R９年度

墨⽥区基本構想 ● ● ● ● ● ●

　

墨⽥区基本計画

墨⽥区教育施策⼤綱 元計画期間 期間延⻑

すみだ教育指針 期間延⻑

墨⽥区幼保⼩中⼀貫教育推進計画 期間延⻑元計画期間 次期 墨⽥区幼保⼩中⼀貫教育推進計画(R6年度~R9年度) ※予定 

前期　　（６年） 後期（４年）

元計画期間

新基本計画

次期　墨⽥区教育施策⼤綱（令和４年度〜令和７年度）

次期 すみだ教育指針(R5年度~R8年度) ※予定 

作成 作成

作成

延⻑

延⻑

作成
延⻑

作成

作成

平成18年度〜平成37年度（令和７年度）

平成28年度〜平成37年度（令和７年度）

中間改定時期を延⻑

(R2年度→R3年度）

元計画 平成28年度〜平成32年度

計画期間及び改定時期を延⻑

(R2年度→R3年度）

変更後 平成28年度〜令和3年度

元計画 平成29年度〜平成33年度

計画期間及び改定時期を延⻑

(R3年度→R4年度）

変更後 平成29年度〜令和4年度

元計画 平成30年度〜平成34年度

計画期間及び改定時期を延⻑

(R4年度→R5年度）

変更後 平成30年度〜令和5年度

延⻑
作成 作成
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令和３年度 教育課題 執行計画書兼実績報告書                                                            No. １ 

課題№ １ 事業名 新学習指導要領への対応 主管課 指導室 

執
行
計
画 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

①英語 

■海外派遣 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

■外国語教育 

研修会① 

 

■幼・英語 

 

■海外派遣 

事前研修 

■外国語教育 

 研修会② 

 

■海外派遣 

事前研修 

■外国語教育 

研修会③ 

 

■海外派遣 

事前研修 

■海外派遣 

出発式 

■外国語教育 

研修会④⑤ 

 

■海外派遣 

事後研修 

■外国語教育 

研修会⑥ 

■ＴＧＧ（中） 

■海外派遣 

事後研修 

 

■海外派遣 

報告会 

■外国語教育 

研修会⑦ 

 

■海外派遣 

説明会 

(学校対象) 

 

■海外派遣 

説明会 

(保護者対象) 

■外国語教育

研修会⑧ 

 

 

■R４ 

海外派遣 

一次審査 

二次審査 

 

 

 

■R４ 

海外派遣生

決定 

 

 

②教員研修 

■各種研修 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

③その他 

 

 

 

 

■GIGA スクール

構想における授業

改善 

  

■学校ｻﾎﾟｰﾄ 

訪問 

■がん教育 

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ 

普通救命講 

習 

  

 

       

 

 

■主要な教育 

課題決定 

 

 

 

■教育課程 

届出説明会 

  

 

 

■教育課程 

届出受理 

進捗 ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

実
績 

            

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ） 

 

２月実績 

①英語 
・中学生海外派遣事業：一次審査結果通知、２月２７日二次審査の実施 
・TGG（Tokyo Global Gateway(体験型英語学習施設)）参加：２月１４日 一寺小、１５日 両国小、２２日 中和小 
②教員研修 
・書面又はオンライン等に開催方法を変更し、感染症対策を講じた上で実施 
③その他 
・認知症サポーター：２月４日 四吾小、５日 三寺小、８日 錦糸小・小梅小、１０日 梅若小、１６日 菊川小、１７日 八広小、 

１８日 柳島小、２４・２５日 二葉小、２５日 三吾小 
・がん教育：２月１日 中和小、８日 三吾小、２８日 寺島中 
・普通救命講習：２月１９日 吾立中 

・GIGAスクール構想における授業改善：すみだGIGAスクール授業研究員授業研究 ２月１４日 吾二中 
進捗：〇 
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令和３年度 教育課題（一般課題） 執行計画書兼実績報告書                                                    No. ２ 

課題№ ２ 事業名 オリンピック・パラリンピック教育の推進 主管課 指導室 

執
行
計
画 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

■オリンピック・

パラリンピッ

ク教育 

 

■ アワード校、

「夢・未来」プ

ロジェクト校

の決定 

 

■体力向上プ

ロジェクト

検討委員会 

 
 

 

 

 

■オリンピック・

パラリンピッ

ク教育実施計

画書の提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オリパラ観戦 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

■計画書に基づ

く取組の推進 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

■オリンピック・

パラリンピッ

ク教育実施報

告書の提出 

進捗 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

実
績 

            

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ） 

２月実績 

■オリンピック・パラリンピック教育  

・通常の教育活動にて実施 

■アワード校、「夢・未来」プロジェクト校 

・「夢・未来」プロジェクト校：計画書に沿って実施（柳島小） 

・アワード校：計画書に沿って実施（言問小、業平小） 

■体力向上プロジェクト検討委員会 

・各所属校にて体力テストの結果分析、体力アップキャンペーン種目の検討 

・各校にて、都の体力テストの結果分析及び体力向上に向けた取組の実施 

進捗：〇 
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令和３年度 教育課題 執行計画書兼実績報告書                                                           No. ３ 

課題№ ３ 事業名 学力向上新３か年計画（第２次）の推進 主管課 すみだ教育研究所 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

学
力
向
上
の
取
組 

執
行
計
画 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

 

 

 

 

 

 

 

■マネジメ

ント推進校

決定、計画

取りまとめ 

■すみだス

クールサポ

ートティー

チャー事業 

■チャレン

ジ教室 

■研究所ニ

ュース発行 

■国調査実

施(5/27) 

 

 

 

 

 

 

■マネジメ

ント推進校

訪問、予算

配当 

 

 

 

■区調査実

施(6/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■区調査結

果受領（２

日） 

 

 

 

■区調査結

果分析 

■全体計画

作成 

■学習ふり

かえり期間 

 

■都調査実

施 

■学力向上

ヒアリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■放課後：秋 

 

 

■調査結果

を各 校Ｈ

Ｐに掲載 

 

 

 

 

 

■区調査議会

報告 

 

 

 

■指導のポ

イントを各

校へ周知 

 

■学習ふり

かえり期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

■放課後：冬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進捗 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

実
績 

            

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ） 

２月実績 

■学習ふりかえり期間の実施（１月 12日から４月 25日まで） 

■マネジメント推進校（横川小、隅田小、梅若小、吾嬬第二中、吾嬬立花中） 

  学力向上に資するマネジメントの状況を確認 

■すみだスクールサポートティーチャー事業 

  放課後補習・授業支援等支援サポーターを各校へ派遣（２月実績：活動人数 95人 ※R4.3.7現在確認数） 

■チャレンジ教室 

秋期：報告会の実施 

冬期：１月第３週目から各校で放課後に２時間、９回にわたって実施（緑小、菊川小、第二寺島小、寺島中）  

■研究所ニュース発行 

進捗：○ 
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学校医等退任に伴う感謝状の贈呈について 

 

１ 趣旨 

  令和４年３月３１日付けで退任する学校医等に対して、墨田区教育委員会感謝状交付基

準要綱に基づき感謝状を贈呈する。 

 

２ 被贈呈者 

氏名 職名 学校名 
年

齢 
勤続 退任年月日 

高 橋
たかはし

 正 人
まさひと

 学校医(内科) 第一寺島小学校 74 26年 令和 4年 3月 31日 

 

３ 贈呈主体 

  墨田区教育委員会 

 

４ 贈呈方法 

  学校で校長等から贈呈する（感謝状：令和４年３月３１日付け） 

 

５ 根拠等 

ア 墨田区教育委員会感謝状交付基準要綱 

第２条（２）「教育事業に尽力すること３年以上にわたるとき」 

イ 感謝状交付基準要綱細目基準 

学務課４番「学校医・学校歯科医・学校薬剤師が退任又は死亡したとき」 

 

６ その他 

感謝状を贈呈しない退任者（敬称略） 

氏名 職名 学校名 年齢 勤続 退任年月日 

副田
そえだ

 行夫
ゆきお

 学校薬剤師 吾嬬第二中学校 61 15年 令和 4年 3月 31日 

引き続き、本人を梅若小学校の学校薬剤師に委嘱するため。 
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令和３年度 就学相談委員会における審議判定結果について 

 

１ 就学相談について 

 小学校（件） 中学校（件） 

申 請 件 数（うち取下げ件数） ２１４(４) ７１(３) 

 

判 

定 

結 

果 

特別支援学校（知的） ２４  ３  

特別支援学校（肢体） ８  ０  

特別支援学校（盲）  １  ０  

特別支援学級（知的）  ２９  ２６  

特別支援教室（情緒通級） １１０  ３５  

ことばの教室（通級）  １２   

きこえの教室・難聴学級（通級） ０  ２  

通常学級のみ ２６  ２  

 

２ 転学相談について 

 (1)小学校２０件 

【判定結果】特別支援学級（知的）１４件 

特別支援教室（情緒通級）１件 

区外通常学級から特別支援学級（知的）に転入１件 

区外固定学級から特別支援学級（知的）に転入３件 

区外特別支援学校 (知的)から特別支援学校(知的)に転入１件 

(2)中学校 ２件 

【判定結果】特別支援学級（知的）２件 

        

３ 就学相談委員会開催回数 

  令和３年６月１日から令和４年２月２２日まで 全１０回 

 

４ 根拠等 

墨田区就学相談委員会に関する要綱 第７条 
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副校長の退職に伴う感謝状の贈呈について 

 

１ 趣旨 

  令和４年３月３１日付けで退職する副校長に対して、墨田区教育委員会感謝状交

付基準要綱第２条に基づき感謝状を贈呈する。 

 

２ 被贈呈者 

学 校 名 氏 名 勤続年数 
区年数 

（勤続年数中） 

副校長歴 

（勤続年数中） 

文花中学校 安田
や す だ

 和子
か ず こ

 ３７年０月 ２１年０月 ４年０月 

 

３ 贈呈主体 

  墨田区教育委員会教育長 

 

４ 贈呈年月日 

  令和４年３月３１日（木） 
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